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平
成
28
年
度
の
一
般
会
計
当
初
予
算
は
、
4
月
の
市
長
選
挙
を
控

え
た
「
骨
格
予
算
」
と
な
り
ま
す
が
、
継
続
事
業
や
市
民
生
活
に
密

着
し
た
事
業
に
は
、
必
要
な
予
算
措
置
を
講
じ
ま
し
た
。
予
算
額
は
、

新
市
庁
舎
等
の
建
設
な
ど
懸
案
の
重
要
事
業
が
一
段
落
し
た
こ
と
か

ら
、
前
年
度
に
比
べ
て
14
億
9
、0 
0 
0
万
円
の
減（
7
・
6
％
の
減
）

と
な
り
ま
し
た
。 
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財
政
課　

財
政
係

歳　　入
　歳入総額における市税、使用料等の「自主財源」の
割合は40.1％、国・県支出金や地方交付税等の「依存
財源」の割合は59.9％となっています。

歳　　出
　「子育て・教育」、「環境」、「健康・福祉」、「危機管理・
生活基盤整備」、「産業・交流」、「協働」の市の総合計
画に掲げられた 6つの柱を中心に、事業内容を精査し、
限られた財源を効率的に活用する予算編成としました。

 用語解説
【歳入】
◆地方交付税 地方公共団体が等しく事務を

行うことができるよう、一定
の基準で国が交付するもの

◆市　　　債 資金調達のための借入金
◆繰　入　金 特別会計や基金から一般会計

に繰り入れるもの
【歳出】
◆扶　助　費 高齢者、児童、生活困窮者等

への支援に要する経費
◆公　債　費 市が借り入れた借金（市債）

の元金、利子の償還金
◆普通建設事業費 道路や橋、公共施設の建設に

要する経費
◆繰　出　金 一般会計から特別会計への

繰出金

歳入合計
180億
6,000万円

主主
財財

自自

源源

市市
税税

財財
存存
依依

源源

個人個人
16億616億6,,400万円400万円

72億3459万円72億3459万円
4040..1％ 1％ 

固定資産税固定資産税
19億219億2,,893万円893万円
その他その他
6億86 億8,,994万円994万円

法人 法人 
4 億24 億2,,620万円620万円

47億907万円47億907万円
2626..1％1％

その他その他
7億67 億6,,611万円611万円
44..2％2％

繰入金 繰入金 
11億111億1,,119万円119万円
 6 6..2％2％

使用料及び手数料 使用料及び手数料 
2 億42 億4,,925万円 925万円 
 1 1..4％4％

分担金及び負担金 分担金及び負担金 
1 億91 億9,,237万円　1237万円　1..1％1％

繰越金　 2億円　1繰越金　 2億円　1..1％1％

国庫支出金国庫支出金
21億521億5,,489万円489万円
1111..9％9％

市債市債
22億322億3,,540万円540万円
1212..4％4％

108億2108億2,,542万円542万円
5959,,9％9％

地方交付税地方交付税
41億円　2241億円　22..7％7％

譲与税・交付金譲与税・交付金
10億710億7,,150万円　5150万円　5..9％9％

県支出金県支出金
12億612億6,,363万円363万円
77..0％0％

歳出合計
180億

6,000万円

的的
務務

経経

義義

費費

のの
そそ

他他

69億269億2,,301万円301万円
3838..3％3％

76億376億3,,401万円401万円
4242..3％3％

物件費物件費
27億540万円27億540万円
1515..0％0％

補助費等補助費等
24億124億1..610万円610万円
1313..4％4％

繰出金繰出金
16億416億4,,511万円511万円
99..1％1％

その他その他
6億56 億5,,707万円707万円
33..6％6％

人件費人件費
25億625億6,,201万円201万円
1414..2％2％

扶助費扶助費
27億627億6,,317万円317万円
1515..3％3％

公債費公債費
15億915億9,,782万円782万円
88..8％8％

維持補修費維持補修費
2億12 億1,,033万円033万円
11..2％2％

普通建設事業費普通建設事業費
35億298万円35億298万円
1919..4％4％

投資的経費投資的経費

骨格予算？
肉付け予算？

　本来、当初予算はその年度のすべての歳入、
歳出で編成されるものですが、市長選挙などが
行われる年度は、いわゆる「骨格予算」といっ
て、義務的経費（人件費・扶助費・公債費）や継
続的事業を中心に最低限必要な経費を計上し、
政策的な経費や新規事業などはできるだけ計上
しないで編成します。
　また、選挙後の補正予算で、首長の意向を反
映させた政策的経費や新規事業などを追加する
ことを、いわゆる「肉付け予算」といいます。

※歳入・歳出グラフの
金額の万円未満は四
捨五入

※ 

議
会
日
程
の
関
係
か
ら
、
予
算
案

で
掲
載
し
て
い
ま
す
。


